
夜間通行止めについて
～海側幹線の橋梁仮設足場の撤去を行います～

金沢外環状道路海側幹線千田高架橋の仮設足場撤去に伴い、
県道の夜間通行止めを行います。

ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力
の程よろしくお願いいたします。

１.規制区間：木越西交差点〜 松寺町東交差点
２. 規制内容：夜間通行止め（ ２２：００～翌５：００ ）
３.規制期間：令和８年１月１９日〜１月３０日（内３日間）

※天候等により、規制期間が変更となる場合があります

※案内看板および交通誘導員に従い迂回路をご利用ください

【お問い合わせ先】金沢市土木局道路建設課

■T EL：０７６ -２２０ -２３５２ (直通 )
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